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平成２５年４月銚子市教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時 

 平成２５年４月２６日（金） 

   午後３時 開 会   午後３時４４分 閉 会 

 

２ 場  所 

銚子市役所３階 庁議室 

 

３ 出席委員 

 委員長    永 峰 卓 夫 

 委 員    鈴 木 猛 志 

委 員    松 尾 順 子 

教育長    房 州 洋 一 

 

４ 出席職員  

教育部長       嶋田 一男   教育総務課長     原  孝一 

   学校教育課長     永綱 英行   生涯学習課長     池谷 敦子 

スポーツ振興課長   石橋多加士   学校教育課課長補佐  宮﨑 勇二 

指導室長(兼小児言語指導センター所長)島田  巧   学校給食センター所長 森  啓充 

生涯学習課課長補佐  篠塚 信次   青少年指導センター所長 草野 元良 

市民センター所長   越川 俊博   公正図書館長     保立 京子 

青少年文化会館長   高森 良文   銚子高等学校事務長  大塚  明 

教育総務課指導主事  平山 公治 

 

５ 議題等 

   議案第１３号 銚子市心身障害児就学指導委員会規則の一部を改正する規則制定

について 

    議案第１４号 代決処分の承認を求めることについて（職員の任免） 

   議案第１５号 代決処分の承認を求めることについて（銚子市立高等学校教育職

員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正） 

 

６ 議事の内容 

【委員長】 開会宣言 午後３時 

    ただいまから、平成２５年４月銚子市教育委員会定例会を開会いたします。 

    では、直ちに本日の会議を開きます。 

【委員長】 

  はじめに、教育委員会に関する報告をしていただきます。では、教育長からお願い
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します。 

【教育長】 

それでは、私のほうから何点か報告します。 

まず、２月の定例会で決定したところですが、今回、４月定例会の会議録から公開

をすることとなります。事務局において作成の後、来月の定例会で各委員さんに見て

いただく予定で事務を進めますので、よろしくお願いいたします。 

次に、４月２１日に行われた市長選についてです。現職と新人の争いとなりました

が、新人の越川信一氏が当選いたしました。僅差でありました。今の市長の任期が５

月１６日までありますので、それまでは務めるということになっておりますので、そ

の後、新市長が就任することで色々と引き継ぎ等が出てくるのかと思います。それか

ら、市議の補欠選挙には鎌倉金氏が当選ということで、越川新市長も鎌倉氏も給食セ

ンターの建設場所について問題意識があるということで伺っていますけれども、これ

については、我々事務局から説明していきたいと思っております。 

次に、事務局職員の異動あるいは、関係教職員の異動ということで、今、ここに参

加している職員については紹介がありました。それから、今日の議題の２番目にその

内容について触れるところがありますけれども、１点、ジオパークに関する事務です

けれども、これは、３月いっぱいまでは生涯学習課で担当しておりましたが、庁舎２

階にございます地域協働課の方にジオパーク推進室が出来まして、そこで主に関わっ

ていくということになりました。その推進室長は、今まで生涯学習課長でありました

伊豆課長が兼務ということだそうです。教育委員であった山田雅仁さんもそちらに所

属しているということです。 

それから、教職員の異動ということで、これは既に、教育委員さんの手元には一覧

表を配付してありますので承知していただいておりますけれども、今、教職員の人材

育成が大きな課題となっております。というのは、やはり、校長・教頭の入れ替えの

時期になってきております。団塊の世代が大量退職を迎えているということでの教職

員の若返りということもありまして、管理職もそうですが教職員の人材育成というも

のを進めていかなければならない。その中で、市内でも新校長が４名誕生しましたし、

新しい教頭も８名誕生しております。もう１点は、副校長が銚子中学校に配置されま

した。北総管内では、２６７校あるのですけれども、そのうち４校でしか副校長は配

置されておりません。その１校が銚子中学校であるということでございます。 

次に、事務事業報告ということで、細かい部分は配付されている一覧表の中にあり

ます。主なものを触れたいと思いますけれども、まずは、年度末・年度初めというこ

とで、卒業式等いろいろな行事に教育委員の皆様にご協力をいただきました。特記事

項としましては、４月８日に銚子中学校が開校宣言式を行いました。これは、中学校

の始業式の前の段階で永峰委員長に参加していただきまして、開校宣言をしたという

ことでございます。続いて、銚子中学校の開校式というものを６月３日に予定してお

ります。お忙しいとは思いますが、また、ご協力をいただきたいと思います。 

それから、配付している資料にありますけれども、４月１６日に生涯学習課で第１
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８期銚子市青少年相談員の方々に委嘱をしました。青少年相談員というのは、地域の

青少年の健全育成のための活動をしてもらうということで、全員で７５名に委嘱し、

任期は３年でございます。委嘱は県知事と銚子市長の２つの機関から任命されます。

委嘱状も２枚渡すということでございます。これは、全員が総入れ替えではなくて、

前の１７期から引き続いて委員にあたるという方もいますけれども、銚子市内では全

員で７５名存在するということでございます。 

それから、４月２３日は法律で「子ども読書の日」と設定されておりまして、５月

１２日までが「こどもの読書週間」となっております。図書館事業としても行ってお

りますので、公正図書館長からこちらの事業について説明していただきます。 

【公正図書館長】 

４月２３日の「子ども読書の日」を記念いたしまして、公正図書館では事業を２件

行いました。まず、その当日の４月２３日には、２歳から４歳までの幼児を持つ親子

を対象にした絵本の読み聞かせを行いました。もう１点は、４月１８日から５月８日

まで幼児・小学生・中学生向けの読んでもらいたいお勧めの本の展示をしております。

８０冊ぐらいを展示しました。以上です。 

【教育長】 

読書週間に関しては以上ですが、公正図書館では今年度より祝日の開館を始めると

いうことでございます。 

今後の予定ですけれども、こちらはもう始まっていますが、皆様の机上にも配付さ

れておりますが、４月１６日から６月１６日に『仏像半島 房総の美しき仏たち』と

いう展示会が千葉市美術館で行われております。そこに、常世田町にあります常灯寺

の木造薬師如来坐像が展示されているところです。観覧料１，０００円で有料でござ

いますが、機会があればご覧いただきたいと思います。 

この週末の連休３日目でございますけれども、４月２９日に「余山貝塚美化の会」

というのが結成されて１周年を迎えるということで、美化活動をしながら１周年記念

イベントを開催するということで、地域の方々を中心として活動していただいている

ということです。地域活動として、我々としても大変有り難いことです。 

次に、今現在は、当面の課題と言っていいか、報告と言っていいかというところで

すけれども、１点は、４月２４日に全国学力学習状況調査が一斉に行われました。昨

年は抽出で行われましたけれども、今回は日本全国一斉に全学校、公立及び私立も参

加してテストを行いました。対象は小学校６年生と中学校３年生、教科は国語・算数、

中学は数学で行われました。この調査で問題になるのは、この結果を公開するかしな

いかということで、いつもマスコミを賑わせています。国の方針が出ていますので、

その方針に従って行きたいと思います。要するに、この調査というのは子どもたちの

学習状況の改善につなげることであって、各学校・自治体の序列化や競争を求めてい

るわけではない。逆に公表したがために変な競争意識が働いて、このデータが歪めら

れるという、過去にも学力テストで苦い経験がありました。慎重に扱っていかなけれ

ばならないということで、県の段階では個々の市町村名や学校名は非公開であるとい
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うことが言われていますし、また、市の段階では全体の結果は公開してもいいけれど

も、学校名は公開してはならない、また、公開にあたっての取り扱い方については十

分な配慮をしなさい、先程も言いましたけれども、序列化や競争を避けるということ、

十分配慮した公開をして欲しいということです。これによって、地域の学力がある程

度は見られると思います。最近の状況から見た私の認識ですけれども、銚子の地域の

学力というのは極めて平均的だと、言い方は難しいのですがそのように認識していま

す。ただ、今回、全員で行ったということである程度の状況が見えてくるかと思いま

すけれども、それについて何か解釈が得られたらご報告したいと考えております。 

それから、今年度の学校訪問の計画を立てているところでございますけれども、市

の教育委員会の学校訪問は６月２０日の豊岡小学校をスタートに始まります。６月に

３校、７月に６校、１０月に８校、１１月に３校、計小・中学校で２０校です。プラ

スアルファで１１月に高校の訪問を予定したいと考えているところです。 

次に、２５年度を見通した中で、若干決まった行事がありますのでご紹介します。

いわゆる市制施行８０周年ということで展開される事業があります。その１つが、『ド

リーム・ベースボール』と言って、プロ野球で活躍した選手が銚子に来て野球教室を

行う、あるいは記念の講演会を行うということで９月１日に予定されております。そ

れから、２つ目は、１１月３日に『銚子半島ハーフマラソン』が８０周年記念事業と

して予定されていて、ハーフマラソンと１０キロメートルマラソンの部があって、今

のところ７，０００人規模で行おうということで、実行委員会を開いて準備している

ところです。３つ目は、『子ども議会』が予定されております。これは、本日、１１月

１７日に期日が決まったそうです。１１月１７日は日曜日です。１１月という月の特

性上、中学生の参加は難しいということで、小学校６年生の子どもたちが参加して子

ども議会を開くとして、今準備を進めているそうです。以上３つが市制施行８０周年

という冠がついた事業です。もう１つは、これは教育委員会に直接関係ありませんけ

れども、９月１４・１５日と『九都県市合同防災訓練』が銚子で行われます。主訓練

会場としては、千葉科学大学前の駐車場とするということです。避難所訓練の会場と

して市民センターが使われる予定です。このような大きな行事が予定されております。 

その他、何か気付いたことがございましたら、事務局の方へ報告していただきたい

のですけれども、最後に、このペーパーに記載してあります教育委員関係ということ

で、総会関係と関係行事が載っています。まず、総会関係ですが、５月２日 東総地方

教育委員会連絡協議会で、会長は永峰委員長ですけれども、旭市の昇月ビアスタンド

で４時半から行われるということです。５月２４日 全国市町村教育委員会連合会定期

総会です。千葉県から２名の代議員が予定されています。ここに永峰委員長が県の代

表として出席されます。５月２７日 千葉県市町村教育委員会連絡協議会定期総会がご

ざいます。これは教育委員の皆さんに参加していただきたいのですけれども、浦安市

文化会館で行われます。そこで、講演講師としては、現在の千葉県教育委員会の金本

委員長に千葉県教育の課題という題目で講演していただくということになります。同

じ週になりますが、５月３１日に 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会・研修会
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があります。これは、つくば国際会議場、茨城県つくば市ですが、私としては銚子の

教育委員の皆様には関東や全国など遠いところに行くのは、旅費がなかなか出せない

ので、行けないのですけれども、つくば市ならば車で２時間ですのでそんなに旅費も

かからないですし、時間もかからないということで、参加していただければ有り難い

と思っていますので、よろしくお願いします。次に関係行事です。７月１７日 東総地

方、つまり銚子・旭・匝瑳の教育委員の皆さんの会の連絡協議会研修視察で、ホキ美

術館、できてまだ２、３年の新しい美術館であります。大網白里市の先の千葉市土気

にあります。その後、東金市にある警察学校を視察するということだそうです。それ

から、９月２５日に千葉県市町村教育委員会連絡協議会第１回研修会が幕張にありま

す千葉県総合教育センターで行われます。ここにも出来るだけ参加したいのですけれ

ども、議会がある時期でございますので、なかなか行けないところでございます。来

年になりますが、１月２９日に第２回目の研修会が佐倉市民音楽ホールであります。

研修会については、出来るだけ参加していただきたいと思います。 

長々とお話しましたけれども、私の方から以上です。 

【委員長】 

  ありがとうございました。 

  その他、教育委員より報告することがございましたら、お願いします。 

【委員長】 

特に無いようですので、それでは、議事に入ります。 

日程第１  会議録署名委員の指名を行います。 

    会議録署名委員は、先例にならいまして、松尾委員、鈴木委員を指名します。 

 

【委員長】 

    日程第２  会議時間の決定を議題といたします。 

    会議時間について、お諮りいたします。 

    本日の会議時間は、午後４時までといたしたいと思います。これにご異議ございま

せんか。 

【全委員】 （異議なしの声あり） 

【委員長】 

ご異議ないものと認めます。 

【委員長】 

    よって会議時間は午後４時までと決定いたしました。 

 

【委員長】 

  続きまして、日程第３ 議案第１３号を議題といたします。 

  議案を職員に朗読させます。 

        （職 員 朗 読） 

【委員長】 



 6 

  所管課長の提案理由の説明を求めます。 

【学校教育課長】 

 それでは、議案第１３号「銚子市心身障害児就学指導委員会規則の一部を改正する

規則制定について」提案理由を説明いたします。 

心身に障害のある児童、生徒の適正な就学指導を行うため、銚子市心身障害児就学

指導委員会が設置されております。現在、委員は１６名で組織され、特別支援学校ま

たは特別支援学級への就学、若しくは就学の猶予または免除の適否を判断しておりま

す。そして、１６名の委員のうち８名がその調査員を兼ねており、該当する児童生徒

の調査を行っております。年々、この委員会の諮問対象となる児童生徒が増加し、各

専門調査員が調査する人数も増え、負担も大きいことから、委員の人数を「１６人以

内で組織する」から「２０人以内で組織する」に改正しようとするものでございます。 

以上で議案第１３号の説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い

申し上げます。 

【委員長】 

  以上で説明は終わりました。 

  これより質疑に入ります。なにか質疑はございませんか。 

【松尾委員】 

  今の説明ですと、調査員にあたる委員が８名ということでしたけれども、委員の人

数を１６人から２０人に増やすということで、増えた４名は調査員となるということ

でよろしいでしょうか。 

【学校教育課長】 

委員の１６名の構成は、現在、校医・専門医を代表する者や児童福祉機関を代表す

る者、教員等を代表する者で構成されており、そのうち８名の教員が直接専門調査に

あたっております。従いまして、この１６名以内で組織する委員を２０名以内にする

ことによって、調査ができる教員を増やすということになりますので、そういった回

答になるかと思います。 

【委員長】 

  他に質疑はありませんか。 

  他に質疑ないようですので、これをもちまして、質疑を終了します。これより採決

いたします。議案第１３号について、原案のとおり賛成の委員の挙手を求めます。 

【全委員】 （挙手）           

【委員長】 

ご異議ないものと認めます。 

   よって、議案第１３号は原案のとおり承認することと決しました。 

 

【委員長】 

日程第４ 議案第１４号を議題といたします。 

    議案を職員に朗読させます。 
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               （職 員 朗 読） 

 

【委員長】 

   所管課長の提案理由の説明を求めます。 

【教育総務課長】 

議案第１４号「代決処分の承認を求めることについて」提案理由をご説明申し上げ

ます。 

  この議案は４月１日付けの人事発令に伴いまして教育委員会事務部局職員の任免に

つきまして、内示から発令日程等が短期間でありまして、教育委員会を招集する時間

的余裕がなかったことから、銚子市教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則第

４条第２項の規程によりまして、別紙のとおり代決処分をしたため、同条第３項の規

程により報告をさせていただきます。 

  内容については、配付させていただきました議案書のとおりでございます。 

以上で議案第４号の説明を終わります。よろしく、ご審議のほどお願いいたします。 

【委員長】 

以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。なにか質疑はございませんか。 

【委員長】 

  質疑なしと認めます。これより採決いたします。 

   議案第１４号について、原案のとおり賛成の委員の挙手を求めます。 

【全委員】 （挙手）           

【委員長】 

ご異議ないものと認めます。 

   よって、議案第１４号は原案のとおり承認することと決しました。 

 

【委員長】 

続きまして、日程第５ 議案第１５号を議題といたします。 

    議案を職員に朗読させます。 

               （職 員 朗 読） 

【委員長】 

   所管課長の提案理由の説明を求めます。 

【学校教育課長】 

  それでは、銚子市立高等学校教育職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部

を改正する規則制定について、提案理由をご説明いたします。 

  千葉県人事委員会は、平成２５年３月２９日、千葉県職員の初任給、昇格及び昇給

等の基準に関する規則の一部を改正し、４月１日から施行いたしました。これに伴い、

市立高等学校の教育職員に関しましても、千葉県教育職員との均衡を考慮して、同様

に規則改正をする必要があったものですが、そのための教育委員会規則の改正につき
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ましては、教育委員会を招集する時間的余裕がなかったことから、銚子市教育委員会

事務局の組織及び運営に関する規則第４条第２項の規程によりまして、別紙のとおり

代決処分をしたため、同条第３項の規程により報告をさせていただきます。 

それでは、この規則の改正による主な内容を説明いたします。最後の別表第６ 昇

格時号給対応表新旧対照表をご覧ください。表の太枠で囲まれた部分が改正部分です。

最高号給を含む高位の号給を受ける職員が昇格した場合について、給料月額の増加額

を縮減するよう、昇格後の号給設定の改正をしました。 

なお、この規則の改正につきましては、県と同様に４月１日から施行しております。 

以上で議案第１５号の説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い

申し上げます。 

【委員長】 

以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。なにか質疑は有りませんか。 

【委員長】 

  これで異議は無いのですけれども、この背景ですね、なぜこのように号級が改正に

なったのか。例えば、人件費が高騰でそれを圧縮するためだとか、あるいは、高い号

級部分の人件費を抑えるとか、そういう背景は何かあるのですか。このままの給与表

で行くと、財政の面で厳しくなるから昇給を下げるなど、そういったことがもしわか

ればお願いします。 

【学校教育課長】 

  １つの情報といたしまして、国家公務員に関する平成２４年の人事院勧告におきま

して、５０歳代後半層における給与水準の上昇を抑制するということで、昇給・昇格

制度の見直しの勧告がございました。 

【委員長】 

それでは、他に質疑ないようですので、これをもって質疑を終了します。これより

採決いたします。 

   議案第１５号について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を求めます。 

【全委員】 （挙手）           

【委員長】 

ご異議ないものと認めます。 

   よって、議案第１５号は、原案のとおり承認することと決しました。 

 

 

【委員長】 

    これにて、平成２５年４月銚子市教育委員会定例会を閉会します。 
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 銚子市教育委員会会議規則第51条の規定により署名する。 

 

  平成２５年４月２６日 

 

 

              署名委員   松 尾 順 子 

 

              署名委員   鈴 木 猛 志 


